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令和３年１０月羽島市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 令和３年１０月２８日（木曜日）午後１時３０分～午後３時００分 

 

○場  所 羽島市教育センター２階 研修室 

 

○議事日程 

日程第 １        会議録署名委員の指名 
日程第 ２  報第１９号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告について 
日程第 ３※議第６５号 令和３年度準要保護児童の追加認定の審査について 
日程第 ４※議第６６号 令和３年度羽島市教育委員会表彰の被表彰者の決定に 

ついて 
日程第 ９        その他 
             １ 各課の事業進捗状況 

  ※は、秘密会で審議を行った。 
○出席者          

教 育 長        森   嘉 長 

教 育 委 員        黒 田   淳 

教 育 委 員        今 枝   甫 

教 育 委 員        春 日 民 奈 

教 育 委 員        今井田 裕 子 

 

 

○説明のために出席した者 

     事 務 局 長         加 藤 光 彦 

教育総務課長          小 川 隆 正 

     学校教育課長        山 田 健 司 

     生涯学習課長          今井田 明 弘 

     スポーツ推進課長      箕 浦 勝 博 

          図 書 館 長                 番   重 宗 

北部学校給食センター所長  豊  田 崇  宏 

     兼南部学校給食センター所長 

 

【午後１時 30 分 開会】 

△開会 

◎教育長 今回から新たに今井田裕子委員が加わりました。今年の１０月１１日か

ら令和７年１０月１０日までの４年間にわたりますが、よろしくお願いします。

引き続き、市民の信託にこたえられるよう教育行政の推進に努めていきたいと考
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えています。新型コロナウイルス感染症も学校や市民生活で落ち着きを取り戻し

つつあるように感じられ、市内学校において、運動会や体育祭が開催され、宿泊

学習、修学旅行など、延期していた学校行事も実施されつつあります。他方、運

動会や体育祭では保護者等の観覧を制限したり、無観客あるいは人数を制限し、

修学旅行も日帰りにするなど感染対策が引き続き実施されています。 
これまで、どちらかというと運動会や体育祭は練習あるいは取り組んでいた成

果を見せることが主でしたが、コロナ禍によっていろいろな行事の目的が見直さ

れ、それにふさわしい教育活動が展開されつつあると感じられました。 
   

◎教育長 本日は、教育長ならびに４人の委員が出席しており、会議は成立いたし

ます。 

  本日の日程は、お手元に配布したとおりで、議題は、追加議案を含め、報告案

件が１件、議案が２件となっています。 
 この議案中、日程第３及び日程第４は個人情報にかかわる案件のため、秘密会で

行いたいと思いますがよろしいですか。 
 
（「異議なし」との声あり。） 
 
◎教育長 それでは、日程第３及び日程第４については、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律 第１４条第７項の規定に基づき秘密会で行いますので、

よろしくお願いいたします。 
 
△日程第１ 会議録署名委員の指名 

◎教育長 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。本日の会議録署名委員は、

今枝委員にお願いいたします。 

 

△日程第３ 報第１９号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告について 

 

◎教育長 次に、日程第３ 報第１９号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告に

ついてを議題といたします。事務局より説明願います。 

 

◎学校教育課長 以下の後援事業の申請者、目的、事業開催内容等を説明報告する。 

（岐阜聖徳学園大学ギター・マンドリンクラブ第４０回定期演奏会、

羽島市音楽芸術協会第３５回特別記念演奏会、岐阜国際音楽祭コン

クール、岐阜国際音楽祭フェスティバルコンサート、スコーレ家庭

教育セミナー、映画「いただきます２」上映会、羽島市おぐま花火） 

◎スポーツ推進課長 以下の後援事業の申請者、目的、事業開催内容等を説明報告

する。 

（第５６回羽島市グラウンド・ゴルフ大会） 
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◎教育長 それでは、報第１９号について、質問のある委員はご発言をお願いし

ます。 

 

【意見なし】 
 

◎教育長 この議案は、報告案件なので議事を進めます。 

 

△日程第３・第４ 

 秘密会で実施     

 

△日程第５ その他 各課の事業の進捗状況について 

 

◎教育長 各課の事業の進捗状況について、報告を願います。 

 

◎教育総務課長 総合教育会議で話題としました、生涯学習部門等の市長部局へ

の移管については、現在、条例案を作成し例規担当の審査を受けています。条

例１つと規則２つの計３つです。条例では、第１号の羽島市立中央公民館等々

から第４号の文化財の保護に関することまでの移管が可能となります。これ以

外の社会教育については条例では移管できないため、事務委任で移すことにな

ります。この条例では附則の４項から１３項に、市長部局への移管によって改

正が必要となる文化センター条例など、複数の条例の改正を行っています。次

に事務委任と補助執行ですが、規則になります。事務委任については、コミュ

ニティセンターにおける社会教育を事務委任してきましたが、社会教育委員の

委嘱、家庭教育の支援に関すること以外の社会教育のすべてを市民協働部門の

職員に事務委任します。補助執行については、入学通知書の作成及び交付に関

する事務のほか、社会教育委員の委嘱と学校体育施設の開放を加えます。これ

を次回の定例教育委員会に議案として提出します。認めていただければ、市議

会１２月定例会に提出する予定となります。別添で周知用のチラシを作ってい

ます。教育委員会内の職員で情報共有しましたが、周知を今後も進めていきた

いと考えています。 

 

◎教育長 目的は、教育委員会はもっと学校教育に専念してはとの議会質問か

ら、徐々に検討し、結果としてこのような形になっています。一方、教育委員

会が学校教育に専念するだけではなく、生涯学習やスポーツ推進は、地域を単

位として行うなど、まちづくりにかかわる部分が大きく、まちづくりの一環と

して行っていくということでの相乗効果があると考えています。教育委員会も

家庭教育、ＰＴＡと学校教育を一体的に行うことと、西部幼稚園を核として幼

児教育について、保育園や私立の幼稚園、認定こども園を含め、子育て支援、
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幼児教育をしていくことと、新たな教育施策の展開にかかわって、子どもが減

っていく中で、学校教育の様々な諸課題を含め、学校教育を充実させていくと

いうものです。 

 

◎学校教育課長 コロナウイルス関係の対応について、第５波が収束傾向とな

り、９月３０日の緊急事態宣言解除後ですが、昨日も一桁の岐阜県の感染者数

でしたが、全国では１２０人でした。世界的には、イギリスでも瞬間的に４万

人超えなどまだまだ感染対策の手は緩められないと考えています。現在まで、

児童１８人、生徒１１人、教職員８人、給食センター職員１人、今年度は３８

人、前年度は７人合わせて４５人が陽性となっています。 

そのような中、１０月１５日からの学習や生活について、保護者へ「新しい波

に備えて」と題してお願いしました。特に体調管理についてお願いしましたが、

部活動については、元に戻った形になっています。ただ今回は、教職員向けにも

メールを送信しており、特にワクチン接種後の感染防止を徹底することで改めて

連絡したことと、特に５つの場面、これは繰り返しお願いしています。気が緩ん

で感染リスクの高い行動を取りがちになることから、そのあたりをお願いしてい

ます。 

いじめの発生状況について、現在１５件、前回からは小学校で２件を確認して

います。不登校については、昨年度はじめて１００件を超え、１０６件でした。

中学校ではまだまだマイナスで抑え気味ですが、小学校では心配な傾向になって

きた状況です。今年もすでに７２件までに不登校が発生していますので、特にオ

ンラインの活用として、適応指導教室こだまの職員が不登校児童生徒にかかわる

ことも、新たな方向として行っています。 

学校事故については１３件、前回からは２例を挙げています。心配なのは１０

月５日の事例で、ひき逃げ事案になりますが、高齢女性の運転する自動車と接触、

声をかけられただけで警察への届け出が運転者からはなかったということです。

それから救急搬送１件、朝活動のときのトラブル１件です、これは市教育委員会

としてのスタンスを明確にしていくところです。 

次に、いじめの防止等に関する条例案ですが、７年ぶりに改正しようと、１２

月市議会定例会への提出を目指して見直しをかけている最中です。改正の要点と

しては、前文では「すべての子どもは」と書いてあります。現在の条例では「児童

生徒」と言いつつ高校生を含めていましたが、今回の案では児童生徒の中身は小

学校、中学校、義務教育学校の児童生徒を対象としていきたいことが大きな柱の

ひとつです。２つ目には教育委員会としての責務、児童生徒の役割、重大事態へ

の対処、市長による調査という大きな項目を４つ増やし、さらに実態に即した運

用ができるようにということでの見直しを図っています。３点目には、いじめの

取り組み週間を各学校で行うことを位置づけています。４点目には文体を常体に

変え、メッセージ性を強めたいということで修正を図っていることが大きな変更

点となります。 
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◎教育長 いじめ防止については、岐阜市を中心に県内での取組み、岐阜市の知見

や教訓を共有するということで、いろいろな取組みを参考にしてきました。その

中で岐阜市はいじめ条例を改正しました。羽島市の条例も７年前のものであり、

岐阜市の条例も参考にし、作業を行っています。実際に学校で懇談していると、

子どもたちは条例の存在そのものを知らず、教育委員会も反省すべきところです

が、こういう条例があって児童生徒の役割について考えることで浸透を図ってい

きたいと考えています。 

何かご質問などありますか。 

 

 【質問等なし】 

 

◎生涯学習課長 生涯学習関係では、はしまシティカレッジ３講座を実施しました。

４日にペーパーアート講座、５日に絵本・読み聞かせ講座、１５日にロマンドー

ル講座を実施しました。「地域づくり型生涯学習」の一環としての初めての試みで、

１１月にも同じ講座を１回ずつ実施します。 

また、９日には第２回はしま天文教室を岐阜天文台で開催し、２２人の親子が

参加しました。「太陽系の天体とその広がりを知ろう」というテーマのもと、天文

台の講師の話を聞き、天体観測を行いました。 

さらに、１２日は、第３回はしま学事始を開催し、「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０ 人

とモノがつながる快適な社会を目指して」というテーマのもと、岐阜県産業技術

総合センターの講師からＡＩ等の技術概要、将来展望など、事例を交えてお話い

ただきました。 

８月に実施しました第１回はしま学事始「河川と共にあるまち」の講座の様子

を羽島市公式ユーチューブにアップし、一般の人や市内小中学生の治水の学習や

防災学習に活用してもらっています。 

 

◎スポーツ推進課長 １０月２４日（日）に岐阜メモリアルセンター長良川競技場

でＦＣ岐阜、Ｊ３のサッカーチームのホームタウンデーがありました。市内のス

ポーツ少年団のサッカーチームがミニゲームと会場見学に参加しています。 

 

◎図書館 秋の読書週間と図書館まつりを１０月２１日から１１月９日まで開催

しています。また、９月は１カ月休館しており、貸出数は予約のみの貸し出しで

２６冊です。 

 

◎教育長 何かご質問などありますか。 

 

 【質問等なし】 
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◎教育長 以上で、本日の審議はこれにて終了しましたので、事務局にお返ししま

す。 

 

△閉会 

◎事務局 以上をもちまして、令和３年１０月定例教育委員会を閉会いたします。 

次回の定例会は、１１月２５日（木）午後１時３０分から、市役所新庁舎の会

議室で行う予定ですので、よろしくお願いいたします。 
ありがとうございました。 
 

【午後 3 時 00 分 閉会】 

 

 

 

 

       会議の大要を記載して、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

教育長   森   嘉 長 

           

委 員   今 枝   甫 


